
平成２７年４月２４日 

各 位 

会 社 名 株式会社ナカノフドー建設 

代表者名 取締役社長 竹 谷 紀 之 

（コード番号 １８２７ 東証第１部） 

問合せ先 総 務 部 長 岸 田 伸 弘 

（ＴＥＬ ０３－３２６５－４６６１） 

 

定款一部変更に関するお知らせ 
 

当社は、平成２７年４月２４日開催の取締役会において、「定款一部変更の件」を平成

２７年６月２６日開催予定の第７３回定時株主総会に付議することを決議致しましたので、

下記の通りお知らせ致します。 
 

記 
 
１．定款変更の理由 

   「会社法の一部を改正する法律」（平成２６年法律第９０号）が平成２７年５月１

日に施行されることに伴い、責任限定契約を締結できる会社役員の範囲が変更される

ため、非業務執行取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるよう、

また、継続的に有用な人材を確保できるようにするため、現行定款第２３条（社外取

締役の責任免除）及び第２９条（社外監査役の責任免除）の一部を変更するものであ

ります。 

   なお、現行定款第２３条（社外取締役の責任免除）の変更につきましては、監査役

全員の同意を得ております。 

 

２．定款変更の内容 

変更の内容は以下の通りであります。 

（下線は変更部分を示しております。） 

現 行 定 款 変  更  案 

(社外取締役の責任免除) 

第 23 条 当会社は、会社法第 427 条第

１項の規定により、社外取締役と

の間に、同法第 423 条第１項に規

定する社外取締役の損害賠償責

任を限定する契約を締結するこ

とができる。ただし、当該契約に

基づく賠償責任の限度額は、法令

が規定する最低責任限度額とす

る。 

 

(取締役の責任免除) 

第 23 条 当会社は、会社法第 427 条第

１項の規定により、取締役（業務

執行取締役等である者を除く）と

の間に、同法第 423 条第１項に規

定する損害賠償責任を限定する契

約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく賠償責任の

限度額は、法令が規定する最低責

任限度額とする。 

(社外監査役の責任免除) 

第 29 条 当会社は、会社法第 427 条第

１項の規定により、社外監査役と

の間に、同法第 423 条第１項に規

定する社外監査役の損害賠償責

任を限定する契約を締結するこ

とができる。ただし、当該契約に

基づく賠償責任の限度額は、法令

が規定する最低責任限度額とす

る。 

(監査役の責任免除) 

第 29 条 当会社は、会社法第 427 条第

１項の規定により、監査役との間

に、同法第 423 条第１項に規定す

る損害賠償責任を限定する契約を

締結することができる。ただし、

当該契約に基づく賠償責任の限度

額は、法令が規定する最低責任限

度額とする。 

 

３．日 程  

定款変更のための株主総会開催日    平成２７年６月２６日（予定） 

定款変更の効力発生日         平成２７年６月２６日（予定） 
 

以 上 


